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関係条文 
労働安全衛生法 
第１章 総則 

（目的） 

第一条  この法律は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）と相まつて、労働

災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進

の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職

場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進

することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

  一  労働災害  労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等

により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、

又は死亡することをいう。 

  二  労働者  労働基準法第九条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業

又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）をいう。 

  三  事業者  事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 

  三の二  化学物質  元素及び化合物をいう。 

  四  作業環境測定  作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境に

ついて行うデザイン、サンプリング及び分析（解析を含む。）をいう。 

 

（事業者等の責務） 

第三条  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだ

けでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の

安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する

労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 

２  機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造

し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物

の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災

害の発生の防止に資するように努めなければならない。 

３  建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、

安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮し

なければならない。 

 

（労働者の責務） 

第四条  労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の

関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければな

らない。 

参考資料 1-2 

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-3/hor1-3-35-1-0.htm#1-9-1
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第３章 安全衛生管理体制 

（作業主任者） 

第十四条  事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要と

する作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又

は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚

生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、

その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を

行わせなければならない。 

 

 

第４章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 

（事業者の講ずべき措置等） 

第二十条  事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

  一  機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険 

  二  爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 

  三  電気、熱その他のエネルギーによる危険 

 

第二十一条  事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ず

る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

２  事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある

場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

 

第二十二条  事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなら

ない。 

  一  原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 

  二  放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 

  三  計器監視、精密工作等の作業による健康障害 

  四  排気、排液又は残さい物による健康障害 

 

第二十三条  事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、

床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に

必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 

第二十四条  事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な

措置を講じなければならない。 

 

第二十五条  事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中
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止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 

 

第二十五条の二  略 

 

 

第二十六条  労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定

に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 

 

第二十七条  第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により

事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項

は、厚生労働省令で定める。 

２  前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害（環境基本法（平成五年法律第

九十一号）第二条第三項に規定する公害をいう。）その他一般公衆の災害で、労働

災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しな

ければならない。 

 

第５章 機械等及び有害物に関する規制 

（譲渡等の制限等） 

第四十二条  特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは

有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは

健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣

が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはな

らない。 

（定期自主検査） 

第四十五条  事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚

生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録

しておかなければならない。 

２  事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査

のうち厚生労働省令で定める自主検査（以下「特定自主検査」という。）を行うと

きは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四

条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定

自主検査を行う者（以下「検査業者」という。）に実施させなければならない。 

３  厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため

必要な自主検査指針を公表するものとする。 

４  略 

 

 

第６章 労働者の就業に当たっての措置 

（安全衛生教育） 

第五十九条  事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-4-0.htm#4-20-1
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-4-0.htm#4-20-1
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-4-0.htm#4-25-1
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-1/hor1-1-1-m-3.html
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-5-0.htm#5-54_3-1
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-5-0.htm#5-54_3-1


 

 

4 

 

令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を

行なわなければならない。 

２  前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 

３  事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせ

るときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生の

ための特別の教育を行なわなければならない。 

第六十条の二  事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生

の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従

事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならな

い。 

２  厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表

するものとする。 

３  厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等

を行うことができる。 

 

（就業制限） 

第六十一条  事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについて

は、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登

録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で

定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 

２  前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつ

てはならない。 

３  第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するとき

は、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。 

４  略 
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労働安全衛生法施行令 
（作業主任者を選任すべき作業） 

第六条  法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 

一～二 略 

三  次のいずれかに該当する機械集材装置（集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに

附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空

中において運搬する設備をいう。）若しくは運材索道（架線、搬器、支柱及びこれ

らに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬す

る設備をいう。）の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備によ

る集材若しくは運材の作業 

  イ  原動機の定格出力が七・五キロワツトを超えるもの 

  ロ  支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のもの 

  ハ  最大使用荷重が二百キログラム以上のもの 

四～五 略 

六  木材加工用機械（丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限る

ものとし、携帯用のものを除く。）を五台以上（当該機械のうちに自動送材車式帯

のこ盤が含まれている場合には、三台以上）有する事業場において行う当該機械に

よる作業 

七～二十二 略 
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労働安全衛生規則 
第二編 安全基準 

第八章 伐木作業等における危険の防止（第四百七十七条－第五百十七条） 
第一節  伐木、造林等 

（伐木作業における危険の防止） 

第四百七十七条  事業者は、伐木の作業を行なうときは、立木を伐倒しようとする労

働者に、それぞれの立木について、次の事項を行なわせなければならない。ただし、

油圧式伐倒機を使用するときは、第一号及び第三号の規定は、適用しない。 

  一  伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。 

  二  かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれ

のあるものを取り除くこと。 

  三  伐倒しようとする立木の胸高直径が四十センチメートル以上であるときは、伐

根直径の四分の一以上の深さの受け口をつくること。 

２  立木を伐倒しようとする労働者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければなら

ない。 

 

（油圧式伐倒機のヘツドガード） 

第四百七十八条  事業者は、油圧式伐倒機については、堅固なヘツドガードを備えた

ものでなければ使用してはならない。 

 

（伐倒の合図） 

第四百七十九条  事業者は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を

定め、当該作業に関係がある労働者に周知させなければならない。 

２  事業者は、伐木の作業を行なう場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する

労働者以外の労働者（以下本条において「他の労働者」という。）に、伐倒により

危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あ

らかじめ、前項の合図を行なわせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でな

ければ、伐倒させてはならない。 

３  前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、

あらかじめ、合図を行ない、他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、

伐倒してはならない。 

 

第四百八十条 略 

 

（立入禁止） 

第四百八十一条  事業者は、造林、伐木、造材、木寄せ又は修羅(ら)による集材若し

くは運材の作業（以下この節において「造林等の作業」という。）を行なつている

場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又はすべることによる

危険を生ずるおそれのあるところには、労働者を立ち入らせてはならない。 
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（修羅(ら)による集材又は運材作業における危険の防止） 

第四百八十二条  事業者は、修羅(ら)による集材又は運材の作業を行なうときは、次

の措置を講じなければならない。 

  一  木材を滑走させている間は、労働者を当該滑路に立ち入らせないこと。 

  二  とめ場、うす場その他滑路の一部において停止した木材を労働者に取り扱わせ

るときは、当該労働者に、その上方において木材を滑走させている者に対して滑

走を停止させるための合図を行なわせ、木材の滑走が停止したことを確認させた

後に、行なわせること。 

 

（悪天候時の作業禁止） 

第四百八十三条  事業者は、強風、大雤、大雪等の悪天候のため、造林等の作業の実

施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 

 

（保護帽の着用） 

第四百八十四条  事業者は、造林等の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下によ

る労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させな

ければならない。 

２  前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 

 

第二節  木馬運搬及び雪そり運材 

 

第四百八十五条～第四百九十七条 略 

 

第三節  機械集材装置及び運材索道 

 

（機械集材装置等の設置） 

第四百九十八条  事業者は、機械集材装置又は運材索道を設置しようとするときは、

あらかじめ、林業架線作業主任者に、次の事項を示さなければならない。 

  一  支柱及び主要機器の配置の場所 

  二  使用するワイヤロープの種類及びその直径 

  三  中央垂下比 

  四  最大使用荷重及び搬器ごとの最大積載荷重 

  五  機械集材装置の集材機の最大けん引力 

 

（制動装置等） 

第四百九十九条 事業者は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるとこ

ろによらなければならない。 

  一  搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停

止させることができる有効な制動装置を備えること。 

  二  主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で
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堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて

確実に取り付けること。 

  三  支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度

を三十度以上とすること。 

  四  サドルブロツク、ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、

又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取

り付けること。 

  五  搬器、主索支持器その他の附属器具は、十分な強度を有するものを使用するこ

と。 

  六  えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、

クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。 

 

（ワイヤロープの安全係数） 

第五百条  事業者は、機械集材装置又は運材索道の次の表の上欄に掲げる索について

は、その用途に応じて、安全係数が同表の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープ

を使用しなければならない。 

ワイヤロープの用途 安全係数 

主索 二．七 

えい索 四．〇 

作業索（巻上げ索を除く。） 四．〇 

巻上げ索 六．〇 

控索 四．〇 

台付け索 四．〇 

荷吊り索 六．〇 

 

２  前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重を、当該機械集材装置又は運材索道

の組立ての状態及び当該ワイヤロープにかかる荷重に応じた最大張力で除した値

とする。 

 

（不適格なワイヤロープの使用禁止） 

第五百一条  事業者は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次に

定めるものを使用してはならない。 

  一  ワイヤロープ一よりの間において素線数の十分の一以上の素線が切断したも

の 

  二  摩耗による直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの 

  三  キンクしたもの 

  四  著しい形くずれ又は腐食のあるもの 

 

（作業索） 

第五百二条  事業者は、機械集材装置の作業索（エンドレスのものを除く。）につい
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ては、次に定める措置を講じなければならない。 

  一  作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残

すことができる長さとすること。 

  二  作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリップ等の緊結具を用いて確実

に取り付けること。 

 

（巻過ぎ防止） 

第五百三条  事業者は、機械集材装置については、巻上げ索の巻過ぎを防止するため、

巻上げ索に標識を付すること、信号装置を設けること等の措置を講じなければなら

ない。 

 

（集材機又は運材機） 

第五百四条  事業者は、機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次

に定める措置を講じなければならない。 

  一  浮き上がり、ずれ又はふれが生じないように据え付けること。 

  二  歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。 

 

（最大使用荷重等の表示） 

第五百五条  事業者は、機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表

示し、かつ、これを労働者に周知させなければならない。 

２  事業者は、機械集材装置については、前項の最大使用荷重をこえる荷重をかけて

使用してはならない。 

 

（最大使用荷重等の表示） 

第五百六条  事業者は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示し、か

つ、これらを労働者に周知させなければならない。 

  一  最大使用荷重 

  二  搬器と搬器との間隔 

  三  搬器ごとの最大積載荷重 

２  事業者は、運材索道については、前項第一号の最大使用荷重及び同項第三号の搬

器ごとの最大積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 

 

（合図等） 

第五百七条  事業者は、林業架線作業（機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解

体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をい

う。以下同じ。）を行なうときは、機械集材装置又は運材索道の運転者と荷かけ又

は荷はずしをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、

又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用さ

せ、又は当該合図を行なう者を指名してその者に行なわせなければならない。 
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（立入禁止） 

第五百八条  事業者は、林業架線作業を行なうときは、次の箇所に労働者を立ち入ら

せてはならない。 

  一  主索の下で、荷が落下し、又は降下することにより労働者に危険を及ぼすおそ

れのある箇所 

  二  作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反ぱつ又は飛来することにより

労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所 

（とう乗の制限） 

第五百九条  事業者は、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錐等の物で、

つり下げられているものに、労働者を乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器

材の点検、補修等臨時の作業を行なう場合で、墜落による危険を生ずるおそれのな

い措置を講ずるときは、この限りでない。 

２  労働者は、前項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つては

ならない。 

 

（悪天候時の作業禁止） 

第五百十条  事業者は、強風、大雤、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施に

ついて危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 

 

（点検） 

第五百十一条  事業者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応

じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修

し、又は取り替えなければならない。 

点検を要する場合 点検事項 

組立て又は変更を行なつた場合 支柱及びアンカの状態 

集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据

え付けの状態 

試運転を行なつた場合 主索、えい索、作業索、控索及台付け索の異常の有

無及びその取付けの状態 

搬器又はロージングブロックとワイヤロープとの

緊結部の状態第五百七条の電話、電鈴等の装置の異

常の有無 

強風、大雤、大雪等の悪天候の

後及び中震以上の地震の後の場

合 

支柱及びアンカの状態 

集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据

え付けの状態 

主索、えい索、作業索、控索及台付け索の異常の有

無及びその取付けの状態 

その日の作業を開始しようとす

る場合 

制動装置の機能 

荷吊り索の異常の有無 

運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索と
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の緊結部の状態 

第五百七条の電話、電鈴等の装置の機能 

 

（運転位置からの離脱の禁止） 

第五百十二条  事業者は、機械集材装置又は運材索道の運転中はそれらの運転者を運

転位置から離れさせてはならない。 

２  前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道の運転中運転位置を離れてはならな

い。 

（林業架線作業主任者の選任） 

第五百十三条  事業者は、令第六条第三号の作業については、林業架線作業主任者の

免許を受けた者のうちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。 

 

（林業架線作業主任者の職務） 

第五百十四条  事業者は、林業架線作業主任者に、次の事項を行なわせなければなら

ない。 

  一  作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 

  二  材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 

  三  作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 

 

（主索の安全係数の検定等） 

第五百十五条  事業者は、機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張

力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使

用荷重の荷重で試運転を行なわなければならない。 

 

（保護帽の着用） 

第五百十六条  事業者は、林業架線作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による

労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなけ

ればならない。 

２  前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 

 

（適用除外） 

第五百十七条  第五百条第一項及び第五百十五条の規定は、最大使用荷重が二百キロ

グラム未満で、支間の斜距離の合計が三百五十メートル未満の運材索道については、

適用しない。 

 

 


